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原 議 保 存 期 間 1 0 年 

(平成30年12月31日まで) 

警 視 庁 生 活 安 全 部 長 警察庁丁生環発第９７号 

各 道 府 県 警 察 本 部 長 殿 平 成 2 0 年 ３ 月 2 7 日 

各 方 面 本 部 長 警察庁生活安全局生活環境課長 

（参考送付先）  

各管区警察局広域調整部長 

 

インターネット等を利用して猟銃等の通信販売を行う事業者等に対する指導

の強化について（通達） 

 

 猟銃等の通信販売については、従前から行われてきたものであるが、昨今、イン

ターネットの普及等により、非対面で猟銃等の販売等を行う形態が社会的注目を集

めているところである。 

 販売等のため非対面で猟銃等の譲渡しを行う場合であっても、銃砲刀剣類所持等

取締法（以下「法」という。）第２１条の２の適用があり、猟銃等製造事業者、猟

銃等販売事業者等が譲渡しを行うに当たっては、法第７条第１項の規定による許可

証（以下単に「許可証」という。）の提示を受けること、及び当該許可証に係る名

義人本人に猟銃等を譲り渡すことが求められる。すなわち、許可証を原本で確認し、

さらに譲り渡す相手の本人確認を確実に行わなければならない。 

 そのため、このたび、猟銃等製造事業者、猟銃等販売事業者等に対する指導事項

を下記のとおり定めたので、これを徹底させることとされたい。 

 なお、下記事項については経済産業省及び国土交通省と調整済みのものである。 

記 

１ 指導事項 

（１） 発送前における本人確認 

    猟銃等を譲り受けたい旨の申込みがあった際には、氏名、住所、生年月日、

連絡先、猟銃等の種類等を確認し、許可証のコピーを作成しておくよう依頼

しておくこと。 

（２） 許可証の原本の確認 

    申込みをした者に許可証の原本（コピー不可）を送付させ、（１）の事項

との間に齟齬や矛盾がないか十分に確認を行うこと。さらに、必要に応じて、

相手方からの聴取や、許可証記載の住所地を管轄する警察署に問い合わせを

行うこと。 

（３） 猟銃等の発送先の住所について 

    発送先の住所については、原則として許可証記載の住所とすること。また、

譲受人に対し、確実に猟銃等を受領できるように連絡をした後で発送するこ

と。 

（４） 猟銃等の引渡し時における運送事業者による譲受人の本人確認の徹底 

    猟銃等を引き渡す際には、運送事業者の配送担当者が、譲受人から、あら

かじめ作成を依頼しておいた許可証のコピーとともに運転免許証、パスポー

ト、住民基本台帳カード、健康保険証等の原本の提示を受け、当該書類等に

よって本人確認しなければ荷物の引渡しを行わないサービスを利用すること。 

（５） 猟銃等の引渡し後の確認 
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    運送事業者に対し、（４）に基づき本人確認を行った上で猟銃等を引き渡

した後にその旨連絡させることとしておき、確実に本人に引渡しがなされた

ことを確認すること。 

（６） 電話による直接通話 

    上記確認及び発送方法の打合せ等については、できる限り電話により直接

通話をして行うよう努めること。 

 

２ その他 

  猟銃等の運送に伴う盗難・紛失事案防止について、「猟銃等の運送に伴う盗

難・紛失事案防止に関する指導の徹底について（通達）」（平成元年１２月５日

付け警察庁丁安発第２５７号）により示した指導事項についても、引き続き関係

者への指導を継続されたい。 

  なお、当該通達の写しを添付したので参考とされたい。 
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